
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

食

品

衛

生

責

任

者

の

養

成

講

習

会

の

認

定

生

活

衛

生

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

立

入

り

の

許

可

監

理

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

岡

山

県

公

報

平成３０年２月２３日 第１１９６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
九
号

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
の
第
三
の
二
に
規
定

す
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
養
成
講
習
会
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

認
定
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日

二

主
催
者
の
名
称
等

１

主
催
者
の
名
称

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
食
品
衛
生
協
会

２

主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
一
番
一
七
号

３

受
講
の
申
込
の
受
付
日
及
び
受
付
場
所

講
習
会
の
当
日
に
会
場
で
受
け
付
け
る
。

三

講
習
年
月
日
及
び
開
催
場
所

講

習

年

月

日

開

催

場

所

平
成
三
十
年
四
月
十
八
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日
（
火
）

津
山
市

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日
（
月
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
五
月
二
十
四
日
（
木
）

倉
敷
市

平
成
三
十
年
六
月
一
日
（
金
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
七
月
二
日
（
月
）

岡
山
市

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



平
成
三
十
年
七
月
十
九
日
（
木
）

倉
敷
市

平
成
三
十
年
八
月
十
五
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
八
月
三
十
日
（
木
）

津
山
市

平
成
三
十
年
九
月
五
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
九
月
十
二
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
三
十
年
十
月
四
日
（
木
）

高
梁
市

平
成
三
十
年
十
月
五
日
（
金
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
十
一
月
十
九
日
（
月
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
三
十
年
十
二
月
五
日
（
水
）

津
山
市

平
成
三
十
年
十
二
月
十
九
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
一
月
十
日
（
木
）

倉
敷
市

平
成
三
十
一
年
一
月
十
六
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
二
月
五
日
（
火
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
（
水
）

笠
岡
市

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日
（
金
）

岡
山
市

四

講
習
内
容
及
び
時
間
数

１

公
衆
衛
生
学

一
時
間

２

衛
生
法
規

二
時
間

３

食
品
衛
生
学

三
時
間

五

受
講
料

八
千
円

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
グ
リ
ー
ン

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
郡
里
庄
町
里
見
四
一
九
九

一
セ
ン
ト
エ
ル
モ
四
〇
三
号

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
グ
リ
ー
ン

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
一
三
三
一

四

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
七
〇
〇
九
八
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

一
般
財
団
法
人
共
愛
会
訪
問
入
浴
あ
お
ぞ
ら

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
三
〇
六
ケ
ア
ウ
ェ
ブ
一
階

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



１

名
称

一
般
財
団
法
人
共
愛
会

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
三
一
二
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
五
〇
〇
一
一
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｏ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
宿

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
宿
一
七
〇

三

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｏ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
泉
一
五

四
四

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
〇
九
八
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｏ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ほ
っ
と

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
宿
一
六
六

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｏ

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
泉
一
五

四
四

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
二
〇
四
三
六
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

恵
介
護
サ
ー
ビ
ス

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
鴨
方
町
本
庄
九
四
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
石
井
運
送

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
鴨
方
町
本
庄
九
四
三

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
七
〇
〇
七
四
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
か
っ
こ
う
花

２

所
在
地

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



岡
山
県
高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
一
六
三
二
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
二
〇
〇
一
七
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

津
山
市

岡
山
県
計
量
管
理
セ
ン
タ
ー
（
岡
山

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十

井
原
市

市
北
区
今
保
六
六
一
）
（
特
定
計
量

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に

総
社
市

器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商

お
い
て
別
途
指
定
す
る
日

備
前
市

産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条

赤
磐
市

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ

美
作
市

て
は
、
そ
の
特
定
計
量
器
の
所
在
の

和
気
郡

場
所
）

勝
田
郡

英
田
郡

久
米
郡

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

西
七
区
支
線

号

農
業
用
用
排
水
施
設

64

西
七
区
支
線

号

〃

77

西
七
区
支
線

号

〃

81

三

認
可
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
四
日

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



〔

〕

（

）

、

六
九

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

平
成
十
年
法
律
第
七
号

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
菜
の
は
な

三

代
表
者
の
氏
名

藤
岡
タ
キ
コ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
児
島
赤
崎
四
丁
目
八
番
二
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
倉
敷
市
並
び
に
周
辺
市
町
村
の
高
齢
者
及
び
障
害
者
に
対
し
て
、
在
宅
訪
問
介
護

等
の
介
助
支
援
事
業
を
行
い
、
心
豊
か
な
社
会
生
活
を
送
る
手
助
け
を
推
進
し
、
広
く
地
域
福
祉
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



〔
七
〇
〕
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
準
備
の
た
め
の
土
地
立
入
り
を
許
可
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

中
国
電
力
株
式
会
社

二

事

業

の

種

類

百
十
ｋ
Ｖ
特
別
高
圧
架
空
送
電
線
路

玉
野
三
蟠
線
新
設
工
事

三

立
入
り
の
目
的

調
査
及
び
測
量

四

立
入
り
の
期
間

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

岡
山
県
岡
山
市
中
区
江
並
字
九
割
、
字
拾
割
、
字
拾
壱
割
、
字
拾
弐
割

〃

〃

〃

新
築
港

〃

〃

南
区
郡
字
西
松
尾
、
字
中
松
尾
、
字
東
松
尾
、
字
清
水
谷
、
字
巌
石
、
字
松
山
、

字
道
違
、
字
相
撲
場
、
字
東
奥
、
字
城
山
、
字
城
山
下
、
字
隅
床
、
字
東
泉

坊
、
字
高
山
、
字
高
山
下
、
字
寺
岡
、
字
中
須
賀
、
字
極
楽

〃

〃

〃

飽
浦
字
寺
上
、
字
龍
向
寺
、
字
真
肌
、
字
下
焼
山
、
字
新
五
郎
谷
、
字
水
遊

川
、
字
鳶
ノ
巣
、
字
宮
ノ
上
、
字
宮
ノ
前
、
字
岩
戸
嶽
、
字
梶
畑
、
字
山
本
、

字
山
本
辻
、
字
一
本
松
、
字
大
濱
、
字
隅
床

〃

〃

〃

北
浦
字
奥
ノ
池
、
字
中
ノ
山
、
字
尺
之
山

〃

〃

〃

宮
浦
字
西
干
川
、
字
飽
浦
境

〃

玉
野
市
八
浜
町
見
石
字
北
佐
古
、
字
寺
尾

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



〔
七
一
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
三
寺
池
一
四

六
・
〇
〇

三
九
・
〇
〇

建
第
二
〇
四
三
号

五
二
番
四

平
成
三
十
年
二
月
十

五
・
〇
〇

二
六
・
三
〇

五
日

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



〔
七
二
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

高
梁
市
落
合
町
阿
部
字
山
地
田
七
八
五
番

五
・
〇
〇

二
五
・
三
〇

建
第
二
〇
四
四
号

九
、
字
原
一
二
一
二
番
一
七
、
一
二
一
二

平
成
三
十
年
二
月
十

番
二
〇

五
日

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



〔
七
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
鷺
瀬
一
一
〇

四
、
一
一
〇

五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
神
田
二
丁
目
一
一

一
六
リ
ミ
エ
ル
Ｂ
一
〇
一

－

井
手
ノ
瀬
拓
郎

井
手
ノ
瀬
幸
奈

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
七
〇
号

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
山
県
石
材
業
政
治
連
盟

河

田

恭

志

小

野

純

子

笠
岡
市
港
町
一

七

平
成
三
〇
・

一
・
二
三

－

次
世
代
の
津
山
を
考
え
る
会

角

上

浩

奥

村

哲

美

津
山
市
北
園
町
八

四

〃

一
・
二
四

－

竹
久
た
も
つ
後
援
会

竹

久

保

竹

久

文

秋

勝
田
郡
勝
央
町
植
月
東
一
一
一
七

〃

〃

藤
井
た
つ
こ
後
援
会

藤

井

立

子

藤

井

喜
代
秀

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
九
四

九

〃

一
・
一
〇

－

山
下
周
吾
後
援
会

清

水

陛

山

下

静

江

〃

鴨
方
町
六
条
院
中
三
六
三
七

〃

一
・

五

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

民
進
党
岡
山
県
総
支
部
連
合

難

波

奨

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
京
町
一
三－

五
高
田
ビ
ル
一
Ｆ

岡
山
市
中
区
円
山
一
〇
七

平
成
三
〇
・

一
・
一
六

会
二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

い
い
づ
な
洋
平
後
援
会

飯

綱

洋

平

会
計
責
任
者
の
氏
名

飯

綱

洋

平

飯

綱

浩

二

平
成
三
〇
・

一
・

九

岡
﨑
弥
太
郎
後
援
会

岡

﨑

弥
太
郎

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
奉
還
町
一－

一
〇－

三
四－

二
〇

岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
本
町
三－

一
六

〃

一
・
一
七

六

岸
や
す
ひ
ろ
後
援
会

後

藤

益

男

会
計
責
任
者
の
氏
名

福

寺

環
加
奈

堀

充

典

平
成
二
九
・
一
二
・
二
八

草
加
の
ぶ
よ
し
後
援
会

日

笠

勝

己

代
表
者
の
氏
名

日

笠

勝

己

赤

田

剛

平
成
三
〇
・

一
・
三
〇

山
野
通
彦
後
援
会

土

井

重

光

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
小
林
二
六
八－

一

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
五
五
五
七－

一

〃

一
・

九

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

山

野

通

彦

坂

本

眞
二
郎

〃

〃

山
本
重
行
後
援
会

山

本

重

行

〃

山

本

峰

子

山

本

登

〃

一
・
一
九

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

塩
見
よ
し
あ
き
後
援
会

難

波

祺

一

平
成
二
九
・
一
二
・
二
八

津
山
市
政
を
改
革
す
る
市
民
の
会

北

川

久

平
成
三
〇
・

一
・
二
六

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

岡

﨑

弥
太
郎

岡
﨑
弥
太
郎
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
奉
還
町
一

一
〇

三
四

二
〇

岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
本
町
三

一
六

平
成
三
〇
・

一
・
一
七

－
－

－
－

六

平成３０年２月２３日　岡山県公報　第１１９６７号


